　建設業退職金共済制度について

建設業退職金共済制度（建退共）とは
建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づいた制度で、建設業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
詳しくは、「建退共」ＨＰをご覧ください。

建退共制度の事務処理について
　　建設業退職金共済制度　事務処理の手引き（建設業退職金共済事業本部発行）を元に適正に行ってください。

岐阜市が確認する事項
１　現場事務所を設置する場合などについては、建退共の掲示をする。
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」（シール）を工事現場の見やすい場所に掲示する。　→工程写真に添付する。

２　受注者は、下請負業者に建退共の説明及び対象となる人数の把握を行っているか。
・受注者は下請負業者との契約時に、以下の確認をする。
①建退共を理解しているか
②建退共に加入しているか
③対象工事に従事する労働者の中で建退共へ加入している人及び人数
・確認は書面で行い、受注者により管理されていること。
・完成時及び完成検査受検時に確認しますので、監督職員・検査官の指示により提示する。
・確認行為については、特定の書式はありませんが、「建退共制度についての確認」書（参考１）の内容を参考とした書類としてください。なお、共済契約書の写し及び作業者の建退共手帳の市への提出は不要です。

３　適正に共済証紙が購入されているか。
　・購入した場合、掛金収納書を「建設業退職金共済組合証紙購入確認書」（書式１）に添付したうえで提出し、下請負業者への「建退共制度についての確認」書のコピーを提出する。

※共済証紙を購入しなかった場合の確認
①自社及び全ての下請業者が企業内退職金制度を有し、全従業員が同制度に加入し中小企業退職金共済法第３条１号から６号に該当する雇用者（日雇い、季節労務者等）がいない場合は、「建設業退職金共済組合証紙を購入しない理由書」（書式２）を市へ提出し、下請負業者への「建退共制度についての確認」書を提示する。
　②自社に建設業退職金共済組合証紙を多数所有している場合は、「建設業退職金共済組合証紙を購入しない理由書」（書式３）を市へ提出し、下請負業者への「建退共制度についての確認」書のコピーを提出する。

４　共済証紙の受け払い状況
　・工事完成時に、受払簿を市へ提出する。（受払簿は、建退協ホームページ書式とする）

